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■ 目　　次 ■ 納入できる金融機関等

・河北町内で納入できるところ

以上の河北町内各支店・各支所

※荘内銀行は、令和９年１月にフィデア銀行へ商号変更予定です。

● 山形銀行
● 北郡信用組合
● 山形信用金庫
● 東北労働金庫
● 河北町役場会計課

● 荘内銀行
● きらやか銀行
● ゆうちょ銀行
● さがえ西村山農業協同組合

　河北町外のゆうちょ銀行から納入を希望する
場合は、10頁をご覧ください。

● 上記金融機関の本店並びに支店
● 指定したゆうちょ銀行

・河北町外で納入できるところ

● 特別徴収事務及び税額の納入方法……………… 2 頁
● 納税者が退職・転勤等で異動した場合の手続き 3 頁
● 異動届出書の記載例……………………………… 4 頁
● 退職所得にかかる町民税・県民税の特別徴収… 5 頁
● 町民税・県民税・森林環境税の計算方法……… 7 頁
● 特別徴収に係るゆうちょ銀行の指定……………1 0 頁
● 異動届出書
　　特別徴収新規該当者届 2 組
　　特別徴収義務者の所在地・名称等変更（新規）
　　届出書 1 組
　　　　　　　　に係る給与所得者異動届出書 3 組
● 令和８年度町民税・県民税・森林環境税特別徴収簿

給与支払報告
特　別　徴　収
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１．特別徴収とは
　事業主が従業員（納税者）の毎月の給与から町民税・県
民税・森林環境税を差し引いて納入していただく制度です。
　１年間に納付しなければならない税額を６月中に支払う
給料から翌年の５月中に支払う給与までの１２回に分けて毎
月の給料から差し引いて納めていただくことになります。

２．特別徴収の対象となる人
　令和８年１月１日現在で本町に住所を有し、令和７年
中に給与の支払いを受け、かつ令和８年４月１日に給
与の支払いを受けている人（正社員・パート・アルバ
イトを問わず）です。

３．納 期 限
　月割額を徴収した月の翌月１０日（その日が土日・祝日
の場合、翌開庁日）です。

例）６月20日〆で７月１日に６月分の給料を支払った場合、
　７月分の月割額として徴収し、8月10日まで納めてくだ
　さい。

４．納 入 方 法
（１） 各納税者から徴収した月割額の合計額を同封してあ

　る納付書で納入してください。
　　なお、退職所得にかかる町民税・県民税の特別徴収
　については５頁をご覧ください。
（2） 退職者の一括徴収の場合
　　退職等により一括徴収された税額は、他の給与所得
　者にかかる特別徴収税額とあわせて納入してください。
　　なお、この納入税額は、納付書の「給与分」税額欄
　に他の在職者の月割額と合計して記入することになり
　ますのでご注意ください。

５．納期限後納入にかかる延滞金
　特別徴収義務者が納期限までにその徴収税額を納入し
ないと、延滞金が発生する場合がありますので、納期限まで
に必ず納入してください。

６．特別徴収税額の変更
　特別徴収税額に変更が生じたときは、事業所用及び納
税者用の税額変更通知書をお送りします。
　なお、納税者にも直ちに交付してください。

７．納期の特例
　特別徴収は、年間１２回で納入していただくことになっ
ていますが、従業員が常時１0人未満の事業主に限り、納期
特例の申請をして承認を受けると、年間１２回の納入を年
間２回にすることができます。

■特 別 徴 収 事 務 及 び 税 額 の 納 入 方 法

ま で108７月中に
支払う給料

７月分の月割額を
徴収 納入
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■納税者が退職・転勤等で異動した場合の手続き
異動があった場合は、翌月10日までに必ず異動届出書を提出してください。
（届出の遅れや未提出の場合、督促状や催告書が送付されることがあります。）

１．退 職 等 の 場 合
　特別徴収で納税している人が退職等により給与の支払
を受けなくなった場合は、給与の支払いを受けなくなっ
た月の翌月１０日までに「特別徴収にかかる給与所得者異
動届出書」に退職した人の住所、氏名、特別徴収税額（年税
額）、徴収済税額、未徴収税額、異動事由等を記入して提
出してください。
　なお、給与から徴収できなくなった税額の納入方法には、
次の２つがあります。
①　退職等で異動した日が１月～４月の場合
１　一括徴収
　退職等の異動日が１月以降になる場合、納税者本
人の申し出がなくても未納額分を一括徴収し、当月
分と一緒に納入してください。

②　退職等で異動した日が 5 月～12月の場合
１　一括徴収
　　納税者と話し合いのうえ、未納額分の一括徴収の
　申し出がある場合は、当月分と一緒に納入してください。

２　普通徴収への変更
　一括徴収ができない場合は、本町が納税通知書
を納税者本人に送付し、納税者が残りの税額を納付

することになります。
※注意点
　　「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」の「一括
徴収」欄に給与又は退職手当等の支払予定月日、徴収
予定額、納入月分を記入してください。

２．転 勤 等 の 場 合
　転勤等により勤務先が変わった場合、その新しい勤務
先で引き続き特別徴収を納税者が希望した場合に、特別
徴収を継続できます。
　この場合、徴収税額及び徴収開始月について、新しい
勤務先に必ず連絡してください。その上で、「特別徴収
にかかる給与所得者異動届出書」の「特別徴収継続」欄
に新しい勤務先の名称、住所、徴収税額、徴収開始月な
どの必要事項を忘れずに記入しご提出ください。
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４． 退職所得分個人町・県民税納入申告書への法
　　 人番号又は個人番号の記入等
　マイナンバー制度の導入に伴い、退職所得分個人町・県
民税納入申告書に法人番号又は個人番号の記入が必要とな
りました。法人と個人事業主で納入申告書の提出方法が異
なりますので下記にご留意ください。
　⑴　法人の場合
　納入済通知書の表面・裏面（納入申告書）にそれぞれ
　以下のように記入して、金融機関等へご提出ください。
　表面　　納入金額等の必要事項をご記入ください。
　裏面　　退職所得に係る税額の内容等をご記入ください。

　　その際、特別徴収義務者欄に法人番号を記入し
　てください。

　⑵　個人事業主の場合
　金融機関等は、法律上、個人番号を扱うことができな
　いため、納入済通知書を２枚使用して、以下のようにご
　記入・ご提出をお願いします。
　○　金融機関等への提出分
　表面　　納入金額等の必要事項をご記入ください。
　裏面　　何も記入しないでください。
　○　河北町への提出分
　表面　　何も記入しないでください。
　裏面　　退職所得に係る税額の内容等をご記入ください。

　　その際、特別徴収義務者欄に個人番号を記入し
　てください。

なお、退職所得に係る町民税・県民税を納入したあと追
給などがあった場合はご相談ください。

■退職所得にかかる町民税・県民税の特別徴収

　退職所得にかかる町民税・県民税（分離課税）について
は、所得税と同様に、退職手当等を支払う際に税額を計算
し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて、毎
月の特別徴収税額と一緒に納入してください。

１．退職所得にかかる町民税・県民税の納税義務者
　退職所得等の支払いを受けるべき日の属する年の１月
１日現在で本町に住所を有し、退職手当等の支払いを受
ける人です。ただし、１月１日現在で生活保護法の規定
による生活扶助を受けている人及び死亡退職でその退職
手当等が相続人に支給されている場合は除かれます。

２．税額の算出方法
  （退職手当等の金額－退職所得控除額）×１ ２×税率
  （町民税6％県民税4％）

３．退職所得控除額
ア　勤続年数が２０年以下の場合

４０万円×勤続年数
（８０万円に満たないときは８０万円）

イ　勤続年数が２０年を超える場合
８００万円＋７０万円×（勤続年数－２０年）

　なお、本人が障害者になったことにより退職した場合は、
控除額がさらに１００万円加算されます。
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１ .  納入すべき金額が納入金額（１）の欄の金額と同じときの使用例

２ .  納入すべき金額が納入金額（１）の欄の金額と違うときの使用例

納

入

金

額

⑵

山形県西村山郡河北町 領 収 証 書 〇公個人町民税
個人県民税
森林環境税

山形県西村山郡河北町 領 収 証 書 〇公個人町民税
個人県民税
森林環境税

山形県西村山郡河北町 領 収 証 書 〇公個人町民税
個人県民税
森林環境税

山形県西村山郡河北町 領 収 証 書 〇公個人町民税
個人県民税
森林環境税

山形県西村山郡河北町 領 収 証 書 〇公個人町民税
個人県民税
森林環境税

山形県西村山郡河北町 領 収 証 書 〇公個人町民税
個人県民税
森林環境税

退　職
所得分

延滞金

督　促
手数料

合計額

給与分
一括徴収
分を含む（ 　  ）

給与分
一括徴収
分を含む（ 　  ）

給与分
一括徴収
分を含む（ 　  ）

給与分
一括徴収
分を含む（ 　  ）

給与分
一括徴収
分を含む（ 　  ） 給与分

一括徴収
分を含む（ 　  ）

納入金額⑴
　　　　　　　　　　円

指　　定　　番　　号

令和０８年０６月分 令和０８年０６月分

令和０８年０６月分 令和０８年０６月分

口　座　番　号 加　入　者　名

　納入すべき金額が右の
納入金額（１）の欄の金額と
異なるときは、納入金額
（１）の欄を横線で抹消し、
納入金額（２）の欄に記入し
てください。

　納入すべき金額が右の
納入金額（１）の欄の金額と
異なるときは、納入金額
（１）の欄を横線で抹消し、
納入金額（２）の欄に記入し
てください。

　納入すべき金額が右の
納入金額（１）の欄の金額と
異なるときは、納入金額
（１）の欄を横線で抹消し、
納入金額（２）の欄に記入し
てください。

　納入すべき金額が右の
納入金額（１）の欄の金額と
異なるときは、納入金額
（１）の欄を横線で抹消し、
納入金額（２）の欄に記入し
てください。

　納入すべき金額が右の納入金額
（１）の欄の金額と異なるときは、納
入金額（１）の欄を横線で抹消し、納
入金額（２）の欄に記入してください。

,,
億　千　百　十　万　千　百　十　円

,,

,,

,,

,,

納
期
限

月分殿

（特別徴収義務者）〒
住　所　
 又は
所在地

氏　名　
 又は
名　称

令和８年７月１０日

領
収
日
付
印

日  計 口
円

納
入
済
通
知
書
の
納
入
金
額
欄
に
￥
記
号
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。月分

納入金額⑴
　　　　　　　　　円

指　　定　　番　　号年　　月分

市区町村コード 口　座　番　号 加　入　者　名

納

仙台貯金事務センター
（〒９８０－８７９４）　

　納入すべき金額が右の納入金額
（１）の欄の金額と異なるときは、納
入金額（１）の欄を横線で抹消し、納
入金額（２）の欄に記入してください。

仙台貯金事務センター
（〒９８０－８７９４）　

取 り ま と め 局

領
収
日
付
印

市区町村コード
山形県河北町会計管理者

（納入者保管） （金融機関保管）

（納入者保管） （金融機関保管）

（受付店→山形銀行谷地支店→河北町）

納
入
済
通
知
書
の
納
入
金
額
欄
に
￥
記
号
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

（受付店→山形銀行谷地支店→河北町）

０６３２１５ 02440－1－960018

納

入

金

額

⑵

退　職
所得分

延滞金

督　促
手数料

合計額

納入金額⑴
　　　　　　　　　　円

指　　定　　番　　号

口　座　番　号 加　入　者　名

,,
億　千　百　十　万　千　百　十　円

,,

,,

,,

,,

納
期
限

月分殿

（特別徴収義務者）〒
住　所　
 又は
所在地

氏　名　
 又は
名　称

令和８年７月１０日

領
収
日
付
印

市区町村コード
山形県河北町会計管理者０６３２１５ 02440－1－960018

納

入

金

額

⑵

退　職
所得分

延滞金

督　促
手数料

合計額

納入金額⑴
　　　　　　　　　　円

指　　定　　番　　号

口　座　番　号 加　入　者　名

,,
億　千　百　十　万　千　百　十　円

,,

,,

,,

,,

納

入

金

額

⑵合計額

,,

,,

納
期
限

月分

（特別徴収義務者）〒
住　所　
 又は
所在地

氏　名　
 又は
名　称

（特別徴収義務者）〒
住　所　
 又は
所在地

氏　名　
 又は
名　称
指定番号

令和８年７月１０日

納
期
限 令和８年７月１０日

領
収
日
付
印

市区町村コード
山形県河北町会計管理者０６３２１５ 02440－1－960018 山形県河北町会計管理者０６３２１５

００１０２０３００８０６

０８０６ ００１０２０３０

02440－1－960018

日  計 口
円

納

入

金

額

⑵

退　職
所得分

延滞金

督　促
手数料

合計額

納入金額⑴
　　　　　　　　　　円

指　　定　　番　　号

口　座　番　号 加　入　者　名

,,
億　千　百　十　万　千　百　十　円

,,

,,

,,

,,

納
期
限

月分

（特別徴収義務者）〒
住　所　
 又は
所在地

氏　名　
 又は
名　称

令和８年７月１０日

領
収
日
付
印

市区町村コード
山形県河北町会計管理者０６３２１５ 02440－1－960018

退　職
所得分

延滞金

督　促
手数料

億 　 千 　 百 　 十 　 万 　 千 　 百 　 十 　 円

,,

,,

,,

,,

令和

月分

納入金額⑴
　　　　　　　　　円

指　　定　　番　　号年　　月分

市区町村コード 口　座　番　号 加　入　者　名

納

取 り ま と め 局

領
収
日
付
印

納

入

金

額

⑵合計額

,,

,,

（特別徴収義務者）〒
住　所　
 又は
所在地

氏　名　
 又は
名　称
指定番号

納
期
限 令和８年７月１０日

山形県河北町会計管理者０６３２１５ 02440－1－960018

退　職
所得分

延滞金

督　促
手数料

億 　 千 　 百 　 十 　 万 　 千 　 百 　 十 　 円

,,

,,

,,

,,

令和
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■町民税・県民税・森林環境税の計算方法

町民税・県民税・森林環境税の税額は、次のように算出
されています。
ただし、分離譲渡所得や山林所得などは、税率や計算方法が
異なりますので、詳しくは税務町民課にお問い合わせください。
町民税額＝課税標準額×税率－税額控除＋町民税均等割額
県民税額＝課税標準額×税率－税額控除＋県民税均等割額
課税標準額＝所得金額－所得控除
森林環境税（国税）=1,000円

１．所 得 控 除
○雑損控除…○アと○イのいずれか多い方の金額
○ア　損失の金額－保険等で補てんされる額－総所得金額等の10％
○イ　損失の金額のうち災害関連支出金額－５万円

○医療費控除…

○ア　10万円
○イ　総所得金額等の５％

○医療費控除の特別例（セルフメディケーション税制）

○社会保険料控除 　　　　　　
○小規模企業共済等掛金控除

○生命保険料控除・地震保険料控除

スイッチOTC　
医療品の購入費用－

保険金額で
補てんされる額－12,000円

支払った
医療費の額－

保険等で
補てんされる額

支 払 金 額 控 除 額

支 払 金 額 控 除 額

１２,０００円以下のとき
１２,０００円超３２,０００円以下のとき
３２,０００円超５６,０００円以下のとき
５６,０００円超のとき
１５,０００円以下のとき
１５,０００円超４０,０００円以下のとき
４０,０００円超７０,０００円以下のとき
７０,０００円超のとき

全額
支払金額の１ ２＋６,０００円
支払金額の１ ４＋１４,０００円
２８,０００円
全額
支払金額の１ ２＋７,５００円
支払金額の１ ４＋１７,５００円
３５,０００円

５０,０００円以下のとき
５０,０００円超のとき
５,０００円以下のとき
５,０００円超１５,０００円以下のとき
１５,０００円超のとき

支払金額の１ ２
２５,０００円
全額
支払金額の１ ２＋２,５００円
１０,０００円

生
命
保
険
料
控
除

新
契
約

旧
契
約

地
震
保
険
料
控
除

旧
長
期
契
約

地
震

保
険
料

一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料に
ついて、それぞれ上の算式により計算した控除額の合計
額（限度額７０,０００円）、一般生命保険料又は個人年金保
険料については、新契約と旧契約の双方について控除の
適用を受ける場合、新契約と旧契約それぞれ上の算式に
より計算した控除額の合計額（限度額２８,０００円）

地震保険料、旧長期契約の両方がある場合は、限度額は
２５,０００円支払った金額

　－○アと○イのいずれか少ない方の金額
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２．税 率 等
○所得割

○均等割

※　県民税均等割は、「やまがた緑環境税」1,000円を含みます。
○森林環境税（国税）1,000円

課 税 標 準 額
町民税
県民税

税率
６％
４％

町民税
県民税

３,0００円
２,0００円

※１　ひとり親とは、令和７年１２月末現在、婚姻していない方で生
計を一にする子（※２）を有する方をいいます。

※２　子とは、総所得５８万円以下の方で、他の人の扶養親族等
になっていない方をいいます。

本
人

一 般（16歳～18歳、23歳～69歳）
特 定（19歳～22歳）
老 人（70歳以上）
同 居 老 親 等
16 歳 未 満

３３万円
４５万円
３８万円
４５万円
０円

扶
養
控
除

５８万円超　  ９５万円以下
９５万円超　  １００万円以下
１００万円超　１０５万円以下
１０５万円超　１１０万円以下
１１０万円超　１１５万円以下
１１５万円超　１２０万円以下
１２０万円超　１２３万円以下

45万円
41万円
31万円
21万円
11万円
6万円
3万円

特
定
親
族
　
　
　

　
　
　
特
別
控
除

特
定
扶
養
親
族
の

所
得
金
額
　
　
　

基
礎
控
除

２,４００万円以下
２,４００万円超　２,４5０万円以下
２,４５０万円超　２,5００万円以下
２,５００万円超

４３万円
２９万円
１５万円
適用なし

○人的控除

障害者控除
特別障害者控除
同居特別障害者控除

寡 婦 控 除
ひとり親 控 除（※1）
勤 労 学 生 控 除

２６万円
３０万円
５３万円
２６万円
３０万円
２６万円

３．税 額 控 除
○配当控除

控　除　種　目

配
当
控
除

利 益 の 配 当 等
証 券
投資信託等

課税所得金額が
１,０００万円以下の部分

課税所得金額が
１,０００万円を超える部分

外貨建等証券投資信託以外
外貨建等証券投資信託

町民税
１.６％
０.８％
０.４％

県民税
１.２％
０.６％
０.３％

町民税
０.８％
０.４％
０.２％

県民税
０.６％
０.３％
０.１５％

配
偶
者
特
別
控
除

控　除　額所 得 金 額

配 偶 者
控 　 除

一 般
老 人

納税者本人の
所 得 金 額

９００万円以下 ９００万円超
９５０万円以下

９5０万円超
１,０００万円以下

３３万円
３８万円

３３万円
３３万円
３１万円
２６万円
２１万円
１６万円
１１万円
６万円
３万円

２２万円
２２万円
２１万円
１８万円
１４万円
１１万円
８万円
４万円
２万円

１１万円
１１万円
１１万円
９万円
７万円
６万円
４万円
２万円
１万円

４８万円超　  ９５万円以下
９５万円超　  １００万円以下
１００万円超　１０５万円以下
１０５万円超　１１０万円以下
１１０万円超　１１５万円以下
１１５万円超　１２０万円以下
１２０万円超　１２５万円以下
１２５万円超　１３０万円以下
１３０万円超　１３３万円以下

２２万円
２６万円

１１万円
１３万円

納 税 者
本 人 の
所得金額
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•合計課税所得金額が200万円以下の場合
　  次の①と②のいずれか少ない額の５％（町民税３％、県民税２％）
の金額

　①　人的控除額の差の合計額
　②　合計課税所得金額
•合計課税所得金額が200万円超の場合
　  ｛人的控除額の差の合計額－（合計課税所得金額－200万円）｝の
５％の金額

※　ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円とします。

区　分
配当割額又は株式等譲渡所得割額

町民税
3／5

市町村民税 3／5 道府県民税 2／5

県民税
2／5

４．非 課 税 者
○　　障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親に該当し、前年の合計所得
金額が135万円以下の方

○　　下記の判定式に該当する方
前年の合計所得金額≦28万円×（控除対象配偶者+扶養親族数＋1）＋
17万円+10万円
※　控除対象配偶者又は扶養親族を有しない場合は、前年の合計所得金
額が38万円以下の方とします。
※　森林環境税については、上記「17万円」を「16.8万円」とします。

　前年中に次に掲げる寄附金を支出し、合計額（寄附金の合計額が総所得金額等の合計額の30%
を超える場合には当該30%に相当する金額）が２千円を超える場合には、その超える金額の道府県
民税は４%、市町村民税は６%に相当する金額
1　都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金
2　住所地の道府県共同募金会又は日本赤十字
社の支部に対する寄附金
3　所得税法等に規定される寄附金控除の対象
のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金とし
て住所地の道府県又は市町村の条例で定めるも
の
4　特定非営利活動法人に対する寄附金のうち、
住民の福祉の増進に寄与する寄附金として住所
地の道府県又は市町村の条例で定めるもの
　ただし、１のうち、特例控除の対象となる寄附
金が２千円を超える場合は、その超える金額に、
下表の左欄の区分に応じて右欄の割合を乗じて
得た額の道府県民税は５分の２、市町村民税は
５分の３に相当する金額をさらに加算した金額
（所得割の20%に相当する金額を超えるときは、
その20%に相当する金額）

　前年分の所得税において平成21年から令和７年までの入居に係る
住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合、①から②を控除した金
額（前年分の所得税に係る課税総所得金額等の100分の５に相当す
る金額（97,500円を限度）を超える場合には、当該金額）に下欄の割
合を乗じた金額
　ただし、居住年が平成26年から令和３年まで（地方税法附則第61
条の規定の適用がある場合は令和４年まで）であって、特定取得、特
別特定取得（特例取得及び特別特例取得を含む。）又は特例特別特
例取得に該当する場合には、「100分の５」を「100分の７」と、「97,500
円」を「136,500円」として計算した金額
①　前年分の所得税に係る住宅借入金等特別控除額（特定増改築

等に係る住宅借入金等の金額又は平成19年若しくは平成20年
の居住年に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金
額がなかったものとして計算した金額）

②　前年分の所得税の額（住宅借入金等特別控除等適用前の金額）

○住宅借入金等特別税額控除

○配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除

○調整控除

○寄附金税額控除

課税総所得金額から人的控除
差調整額を控除した金額
0円以上195万円以下
195万円超330万円以下
330万円超695万円以下
695万円超900万円以下
900万円超1,800万円以下
1,800万円超4,000万円以下
4,000万円超
0円未満
（課税山林所得金額及び課税
退職所得金額を有しない場合
0円未満
（課税山林所得金額又は課税
退職所得金額を有する場合）

割合

84.895%
79.79%
69.58%
66.517%
56.307%
49.16%
44.055%

90%

地方税法
に定める
割合
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河北町外の事業所で、特別徴収税額のゆうちょ銀行へ

の払い込みを希望する場合は、右の指定通知書に払い込

みを希望するゆうちょ銀行名と提出年月日を記入のうえ、

当該ゆうちょ銀行に提出してください。

地方税法第321条の 5第4項の規定により、貴店を本町

の町民税・県民税・森林環境税（特別徴収）取扱店に指

定しましたので通知します。

口 座 番 号　  0 2 4 4 0－1－9 6 0 0 1 8

加入者の名称 山形県河北町会計管理者

取りまとめ局 仙台貯金事務センター

切

り

取

り

線

特別徴収に係るゆうちょ銀行の指定 指 定 通 知 書

　　 年 月 日

河北町長 森　谷　俊　雄

ゆうちょ銀行支店長様



異 動 届 出 書

１.　退職、転勤、休職（給与を支払わなくなったとき）などにより、給与から町民税・県民税・森林環境税を差し引けなくなったと
　きは、異動があった翌月１０日までに「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。
※　納税者が退職した場合、退職最後の給与及び退職金等で特別徴収税額の未徴収分を一括徴収して納入するときは、異動届出
書の一括徴収の欄に一括徴収の理由、徴収予定月日、一括徴収予定額、納入月を必ず記入し、提出してください。また、一括
徴収できないときは、一括徴収できない理由の欄に該当項目を選択し、その他を選択したときは、理由を記入して提出くださ
るようお願いします。
　なお、翌年1月 1日以後に退職等があった場合は、一括徴収のみになります。

２.　給与支払報告書を提出後、退職などで給与の支払いを受けなくなる方がいるときは、必ず「給与支払報告に係る給与所得者異
　動届出書」を提出してください。

３.　用紙が足りないときは、コピー又は本町ホームページからダウンロードした届出書をご使用ください。
※　「給与所得者異動届出書」「特別徴収義務者の所在地・名称等変更（新規）届出書」「特別徴収新規該当者届」「特別徴収税額
の納期の特例に関する承認申請書」「特別徴収税額通知の受取方法変更届」は、本町ホームページからダウンロードできます。

URL　https://www.town.kahoku.yamagata.jp/

４.　特別徴収新規該当者届、所在地・名称等変更（新規）届出書、給与所得者異動届出書は、２部複写になっていますので必ず下敷
　を使用してください。

特 別 徴 収 新 規 該 当 者 届　　２組
所在地・名称等変更（新規）届出書　　１組
給 与 所 得 者 異 動 届 出 書　　３組



（提出用）



（控　用）



レ

納付書



レレ

納付書







令和８年度
町　民　税
県　民　税
森林環境税

特別徴収簿

番 号 氏 　 　 名 年 税 額 徴 収 月 割 額 備 考
６月分 ７月分 ８月分 ９月分 １０月分 １１月分 １２月分 １月分 ２月分 ３月分 ４月分 ５月分

特別徴収
義務者名 指定番号

合　　　　　　　　　計

金融機関 納入年月日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日


